
18 大分県環境白書

環境行政の推進体制

　産業廃棄物の適正な処理を推進し、現在及び将
来の県民の生活環境の保全に寄与することを目的
とした「大分県産業廃棄物の適正な処理に関する
条例（以下「適正化条例」という。）」を平成17年
7月に公布し平成18年4月1日から完全施行した。

１　　適正化条例の概要

　条例は、(1)産業廃棄物処理施設等の設置等、(2)
県外産業廃棄物の搬入、(3)産業廃棄物の不適正な
処理の防止の3本の柱から構成されている。また、
条例の実効性を高めるための規定、中核市である
大分市への適用についての規定も盛り込んでい
る。

　⑴		産業廃棄物処理施設等の設置等
ア　産業廃棄物処理施設を新たに設置したり

変更しようとする場合、許可申請予定者は
法手続の前に県に対して事前協議を行う。
また、地元住民に対する説明会を開催する
ことで施設設置予定者と地元住民との相互
理解を深めるとともに、地元市町村や住民
からの求めがあれば、施設設置予定者との
間で生活環境の保全に関する協定を締結で
きることとする。

イ　許可対象外施設（施設設置に係る法手続
が不要な施設）を設置しようとする場合も、
設置工事の前に県への事前協議を行う。

ウ　産業廃棄物処理施設等を譲り受けたり借
り受けようとする場合、県への事前協議を
行う。

　⑵		県外産業廃棄物の搬入
ア　県外で発生した産業廃棄物を大分県内
（大分市の区域を含む。）に持ち込んで処理
しようとする場合、県外排出事業者は県へ
事前協議を行う。

イ　事前協議が成立した県外排出事業者は、
県との間で適正処理に関する協定を締結す
る。この協定の中に、県外排出事業者が、
その搬入実績に応じて環境保全協力金を県
に納付する規定を盛り込む。

ウ　環境保全協力金は産業廃棄物の適正な処
理の推進に関する施策に要する費用に充て
る。

エ　県外産業廃棄物を処理している施設の周
辺住民は、処理業者に対して、関係書類の
閲覧や施設への立ち入りを求めることがで
きる。

　⑶		産業廃棄物の不適正な処理の防止
ア　土地所有者等は産業廃棄物の不適正な処

理が行われないよう、適正な管理に努める
とともに、不適正な処理が行われた場合は
県へ通報する。

イ　産業廃棄物の発生現場以外の場所で産業
廃棄物を保管する場合は、事前に県に届け
出る。

ウ　産業廃棄物の処理に関する試験を行う場
合は、事前に県に届け出る。

　⑷		適正化条例の実効性
　適正化条例の実効性を確保するため、条例
の施行に必要な限度において必要な報告を求
めたり、職員が事業場等に立ち入り検査を行
う。また、適正な処理のための勧告や公表に
ついて規定するとともに、虚偽の報告、立入
検査拒否等を行った者に対しては、罰則とし
て5万円以下の過料に処する。                                           
　さらに、県外産業廃棄物の搬入については
平成21年4月に条例施行規則を改正し、協定
に違反する事実が確認された場合及び環境保
全協力金が未納の場合においては、県外産業
廃棄物の搬入中止の措置等を講ずるよう規定
した。

　⑸		大分市への適用		
　大分市は中核市となっており、産業廃棄物
の処理に関する事項につき、企画、調整、指
導及びこれらに必要な事業を行うこととされ
ているが、県外産業廃棄物の搬入対策につい
ては、県として大分市の区域を含めた大分県
全体の問題として捉え、的確な対応を行う必
要がある。このため、適正化条例においては、
県外産業廃棄物の搬入に係る部分だけは大分
市の区域を含めることとしている。
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